
 

   
 

 
69  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 株式会社コスモス・コーポレイション Cosmos Corporation 本社・大野木事業所 
 〒516-2102 三重県度会郡度会町大野木 3571番地 2  http://www.safetyweb.co.jp/ 

コスモス ニュースレター EMC & 安全 
 Cosmos Newsletter on EMC & Safety 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

記事の配列は、概ね、国際規格を最初におき、米、欧、オセアニア、アジアの順です。

 
コスモス ニュースレター EMC &安全 目次 
 
 
エグゼクティブサマリー Executive Summary ..................................................................................... 2 
IEC: 規格解説: IEC 61000-6-4 Ed. 3.0 (2018-02) 電磁両立性（EMC）工業環境エミッション .... 3 
IEC: 規格速報: IEC 62368-1:2018（第 3版）が発行 .......................................................................... 7 
IEC: 新規格リスト.................................7             ISO: 新規格リスト .................................... 9 
UNECE: ECE/TRANS/WP.29/343/Rev.26 - 1958 年協定のステータス文書: 最新の更新版 .......... 9 
国際テーマ: 韓国で開催された第 82回 IEC総会 ............................................................................ 11 
国際テーマ: インドの通信機器の強制認証 ...................................................................................... 11 
国際テーマ: サウジアラビア SASO IECEE RCスキームに関する最新情報 ................................ 12 

USA: FCC: KDB: パート 15: 意図的および非意図的放射機器 EMC適合試験測定手順 ............ 13 
USA: FCC: 6 GHz帯免許不要の用途に関してスペクトラムの拡大を提案 .................................. 14 
USA: CPSC: 改良された規制ロボットツール、規制ロボット 2.0の提供を開始 ........................ 14 
USA: DOE: 省エネプログラム: Apple Inc.への DOE外部電源試験手順の適用免除の延期 ....... 15 
USA: 配光可変ビームヘッドライト: 連邦自動車安全基準（FMVSS）No.108変更提案 .......... 16 
USA: 米国食品医薬品局 FDA1997 年近代化法：認知規格リストの修正、リスト番号：050 .. 16 
USA: DOE: 省エネプログラム: 最近の連邦官報による通知 ......................................................... 17 
USA: ANSI/UL: 新規格リスト...........17             USA: IEEE : 新規格リスト ..................... 19 
カナダ: ICES-Gen — 妨害引き起こし機器の適合性に対する一般要求事項 ................................ 19 
カナダ: 600 MHz帯のスペクトルに関する技術、ポリシー、およびライセンス枠組み............ 20 
カナダ: 固定衛星サービス: 帯域 18.8-19.3GHz等、及び 29.1-29.25GHzの利用に関する協議 20 

EU: Brexit交渉: EUと UK間の離脱協定の内容 ............................................................................... 22 
EU: 意見公募: 玩具安全指令の評価 .................................................................................................. 24 
EU: 委員会規制(EU) 2018/932: 可搬型エミッション測定システム（PEMS）による試験 ........ 24 
EU: 2018年 9月 1日以降の新車すべてについて、新しい排出ガス試験 RDE等が義務化 ....... 26 
EU: CENELEC: 新規格リスト.............26           EU: ETSI: 新規格リスト ........................... 29 
オーストラリア: 製品供給と適合性: ACMAの規制要件を確認する 6つの手順(1/7) ................ 30 
ニュージーランド: 非準拠のマルチユース無線サービス（MURS）デバイスの使用 ............... 32 

中国: CQC: オーディオ・ビデオ機器等の強制性製品実施細則の改訂: モデム等への変更 ..... 33 
中国: CQC: 管形蛍光灯用ランプホルダーなどの安全認証規則の改訂: 推奨性に変更 ............. 33 
中国: CQC: 電動工具およびその部品、家庭用電気機器および類似の機器の強制性認証関連 34 
中国: CQC: 公共電力網配電設備の CQCマーク認証基準のバージョン変更に関する通知 ...... 34 
中国: CQC: 電気自動車の伝導充電システム用ケーブルの安全認証への新規格の実施等 ........ 34 
中国: CQC: 自動車用ワイヤーハーネス認証規則のバージョン変更に関する通知 .................... 35 
中国: CQC: グリッド除染機械の環境保護認証への新版認証規則の実施 等に関する通知 ...... 35 
中国: 新規格リスト .............................................................................................................................. 36 
台湾: 新規格リスト .............................................................................................................................. 36 
韓国: 電磁両立性試験方法の改正通知 第 2018-99号: 新しい移動通信端末機対応 .................. 37 
韓国: 電磁両立性試験方法の改正通知 第 2018-103号: 対象機器別の詳細試験方法 ................ 37 
韓国: 放送通信機資材などの適合性評価に関する告示: 告示第 2018-13号: 識別符号の簡素化38 
韓国: 電気通信事業用無線設備の技術基準の一部改正（国立電波研究院告示第 2018-20号） 39 
韓国: 安全認証対象の工業製品（生活用品）の安全基準の改正（案）行政予告 ....................... 40 

総務省: 電波法施行規則等の一部を改正する省令案等意見募集－第 5世代移動通信システム 41 
総務省: 電波法施行規則等の一部を改正する省令案等意見募集－920MHz帯小電力無線ｼｽﾃﾑ 42 
総務省: 外部ディスプレイを用いて技適マークを表示する方法: 意見募集 ............................... 42 
経済産業省: 日本工業規格（JIS）を制定・改正しました（平成 30年 11月分） ...................... 43 
経済産業省: 電気用品安全法の対象・非対象関係: 最新の追加分 平成 30年 11月 6日 .......... 43 
経済産業省: 電気用品安全法: 新着情報トピックスに「モバイルバッテリーについて」追加 44 
ちょっといっぷく～小クイズコーナー インドの通信機器認証スキームについて .................. 12 
コスモス・コーポレイション: 自動車部品の耐水試験についてのご案内 ................................... 21 
社長の独り言 ......................................................................................................................................... 45 

発行日 2018-12-01 No. 104 



 

Cosmos Newsletter on EMC & Safety 2018-12-01 (No.104)  2/46   

エグゼクティブサマリー Executive Summary 
 Cosmos Newsletter on EMC & Safety 2018-12-01 No. 104 
 
 

IEC: 規格解説: IEC 61000-6-4 Ed. 3.0 (2018-02) 電磁両立性（EMC）工業環
境エミッション 

IEC 61000-6-4 Ed.3.0電磁両立性（EMC） - Part 6-4部：一般規格 ‒ 工業環境のエミッション
規格 が 2018-02付で発行されている。 

 測定の不確かさ(7) 
今回の変更で、本文書内の限度値に準拠するかどうかの決定は、「CISPR 16-4-2に従って測
定機器の不確かさを考慮に入れなければならない」と、変更された。 

 エミッション要求事項 (9) 
本規格で複数の検波器が定義されている場合は、両方のタイプの検波器を使用して測定を実

行すること。(但し測定時間の節約のため、) 尖頭値検波器を使用して得られた結果を、他の
定義された検波器の代わりに使用することができる。    等 
 

USA: FCC: KDB: パート 15: 意図的および非意図的放射機器 EMC適合試験
測定手順 
 意図的および非意図的放射機器に対するパート 15の EMC適合試験に、どのような測定手順
を用いるべきか？   KDB 文書 300643が概観を与える。 
 

USA: CPSC: 改良された規制ロボットツール、規制ロボット 2.0 の提供を開
始 
 米国消費者製品安全委員会（CPSC）は、改良された規制ロボットツール - 規制ロボット 2.0 - 
の提供を開始した。規制ロボット 2.0では、情報を得るのに答える必要がある質問の数を削
減した等のため、より効率的に目指す回答報告書が得られるようになった。 
 

EU: Brexit交渉: EUと UK間の離脱協定の内容 
 欧州委員会と UKの交渉者は、欧州連合条約第 50条に規定されている欧州連合（EU）と欧州
原子力共同体からのグレートブリテンおよび北アイルランド連合王国の離脱協定の全体につ

いて、2018年 11月 14日合意に達した。離脱協定は、英国の EUからの離脱の条件を定める
ものである。 

 今後これは欧州連合議会及び英国議会の承認を得る必要がある。 
 離脱協定は、移行期間の終了前に EUまたは英国の市場に合法的に置かれた物品は、製品の変
更や再ラベル付けを必要とせずに、エンドユーザーに届くまでこれら 2つの市場の間で自由
に流通し続けることができることを、規定している。 
 

オーストラリア: 製品供給と適合性: ACMAの規制要件を確認する 6つの手順
(1/7) 
 オーストラリア市場に電気通信、無線通信、電気/電子製品を供給する供給者のために、

ACMAは、供給のための要件を規定する法制を整備している。  
 製品の供給者は ACMAの規制要件を満たしていることを確認する責任を有する。その確認を
実施するに必要な 6つの手順がある。この手順を連続で紹介してまいります。 
 

総務省: 電波法施行規則等の一部を改正する省令案等 意見募集－第 5 世代移
動通信システム 
 電波法施行規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集－第 5世代移動通信システムの導
入のための制度整備－ 
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社長の独り言 
 

平成 30年 11月 22日 
濱口 慶一 

異常気象の夏が過ぎても、なかなか秋らしい気候にならないなと思っていたところ、三重の近県には

雪の知らせも入るようになりました。皆様お変わりなく業務に邁進されていると思います。風邪など

召されないようにご注意ください。 
 
ごく最近、大会社のトップ責任者が、脱税容疑で逮捕されました。私が指導を受けている経営指導者

の目には、この件がどのように映っているのかが楽しみで、その方に早くお会いしてこの件でのお話

を聞きたい心境です。 
 
私個人としては、日本の国家が管理する市場で業務活動をさせていただいている以上、日本の法律を

遵守し、その法律に従って経理状況を報告し、決められた事業税、県民税、その他関係する税をきち

んと納めることは、日本国民として、また小さな会社ではありますが、日本の法人としての義務だと

理解しています。私はその基本理解を守っていますし、これからも守っていこうという強い意志を持

っています。ただ、会社として、社員として支払った税が、有効に利用（活用）されることを希望し

ます。 
 
現在、外国人労働者の受け入れを法制化していこうという動きがあります。今の日本文化とは大きく

異なる外国で教育を受け、生活してきた人たちをこの国に受け入れていくのは、ある意味時代の流れ

かもしれません。しかし、外国の労働力に頼る前に、若い人たちが生活しやすく、子どもを産んで育

てやすい生活環境を構築していけば、少子化も少しは改善するように思うのですが、いかがでしょう

か？ 
 
さて、久しぶりの日本蜜蜂の報告です。四国の方から巣枠式の 1群を購入して、養蜂家気取りで世話
をしていました。ところが、細心の注意を払い、いろいろな方に指導を受けながら管理していたにも

かかわらず、1週間ごとの私の点検が気に入らなかったのか、逃亡していきました。一方、山口の友人
から、娘さんが出産のため実家に帰ってきて、蜂に刺されるのが心配とのことで、従来の重箱式の 1
群をもらい受けました。こちらの方は結構な大群に成長しています。そのほか、偶然 2群の西洋蜜蜂
が勝手に居ついていた巣箱があるのですが、秋のオオスズメバチの襲来で、1 群はどうも全滅したよ
うです。生き残った残りの 1群は活発に巣口から出て、ご近所のお茶の花から蜜を集めているようで
す。今年は、自宅の周りに大きく広いソーラーシステムが構築された影響か、あるいはオオスズメバ

チの巣が駆除されたのか、オオスズメバチの襲来が比較的少なかったように感じます。 
 
蜂に刺されても比較的早く、数日で回復する友人がいます。その方は、蜜蜂に襲来するオオスズメバ

チを焼酎漬けにして、その焼酎を嗜んでいます。近所にはオオスズメバチに刺されて 1週間ほど寝込
んだ方や、左目を刺されて失明した方がいると聞いているのですが、焼酎に溶けたオオスズメバチの

毒を少量、定常的に体内に入れていると対応力が付くのでしょうか？マムシドリンクについても同じ

ような話を聞きます。薬の開発のヒントになるかもしれません。製品安全の業界にいる人間にとって

は、確実なエビデンスが無いものには大きな危険を感じますが、私たちの生活する中には、まだ化学

や科学で解明されていないけれども、永年の経験で伝わってきているものがたくさんあるように感じ

ています。 
 
70歳を超えた初老の頑固爺から若い技術者の皆さんへ。歯茎を指で触り、ご自分の鼻に近づけて、少

しでも嫌な臭いを感じたら歯周菌の治療を受けてください。油断すると私のようにある日突然、歯が

抜けていきます。虫歯も無かった綺麗な歯がたくさん抜けました。また、糖尿には特に注意してくだ

さい。糖尿は、心筋梗塞などの命にかかわる多くの副作用があります。また、最近若い人や喫煙者の

方に、肺がんやその他の癌の話をよく聞きます。体温をできるだけ 36度以上に保つと癌の発生や進行
が止まるとの学説もあるようです。 
 
最後に、来年は 10人目の孫に会えそうです。この国を担ってくれるような若者に育つようにと願うと
共に、誕生してくる孫に暮らしやすい世の中を残していきたいものです。 
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